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補正前 補正後 変更理由 

 

※3：非常用電源により駆動する一次冷却設備の主循環ポンプ、緊急ポンプ及び二次

冷却設備の補助ポンプ 

※4：給気設備、通常排気設備、照射実験用排気設備、非常用排気設備及び排気筒か

ら構成する。 

 

※5：モニタリングポスト装置は、大洗研究所（北地区）の原子炉施設の共通施設で

あることから、廃止措置後にＪＭＴＲ原子炉施設としての許可は効力を失う

が、他の原子炉施設の共通施設として引き続き使用するので解体対象施設とし

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3：解体対象施設として、カナルＮｏ．３を含む。 

※4：非常用電源により駆動する一次冷却設備の主循環ポンプ、緊急ポンプ及び二次

冷却設備の補助ポンプ 

※5：給気設備、通常排気設備、照射実験用排気設備、非常用排気設備及び排気筒か

ら構成する。 

※6：建物は解体しないため、設備の解体はしない。 

※7：モニタリングポスト装置は、大洗研究所（北地区）の原子炉施設の共通施設で

あることから、廃止措置後にＪＭＴＲ原子炉施設としての許可は効力を失う

が、他の原子炉施設の共通施設として引き続き使用するので解体対象施設とし

ない。 

 

表５－２ ＪＭＴＲ原子炉施設に残存している照射済みの容器と照射済みの試料の

保管場所及び数量（令和 2年 12月時点） 

保管場所 数量 照射試料 

原子炉容器 1本 材料試料 

炉プール 1本 材料試料 

カナル 5本 燃料試料※2 

19本 材料試料 

15本※1 ―※3 

※1：照射していない容器 2本を含む。 

※2：使用施設の燃料試料 

※3：照射試料は容器から取り外し済み。 
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六 核燃料物質の管理及び譲渡し 

 

１．核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

核燃料物質の貯蔵場所ごとの種類及び数量を表６－１に示す。 

 

 

２．核燃料物質の管理 

使用済燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出するまでの期間、カナル及びＳＦＣプ

ールで貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管理を行う。 

 

 

新燃料要素及びＪＭＴＲＣ※1 で使用した燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出す

るまでの期間、燃料管理室内の新燃料貯蔵設備に貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管

理を行う。 

 

３．核燃料物質の譲渡し 

使用済燃料及びＪＭＴＲＣで使用した燃料は、輸送容器に収納し、計画的に米国エ

ネルギー省に譲り渡す。 

新燃料要素については、国内外の許可を有する事業者に譲り渡す。 

使用済燃料及び新燃料要素の譲渡しは、関係法令を遵守して実施していく。  

 

 

 

表６－１ 核燃料物質の貯蔵場所ごとの種類及び数量 

貯蔵場所 種別 数量 

カナル 使用済燃料 507体 

燃料管理室 新燃料要素  214体※2 

燃料管理室 ＪＭＴＲＣで使用した燃料 32体 

 

※1：ＪＭＴＲの運転に関する安全性を確保するため核的モックアップ実験等を行っ

た、出力 100Wのプール型臨界実験装置であり、廃止が完了している。廃止に伴

い、ＪＭＴＲＣで使用した燃料はＪＭＴＲ原子炉施設に引き渡している。 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

 

１．核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

核燃料物質の貯蔵場所ごとの種類及び数量（令和 2年 12月時点）を表８－１に示

す。 

 

２．核燃料物質の管理 

使用済燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出するまでの期間、カナル及びＳＦＣプ

ール内の使用済燃料ラックに貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管理を行う。また、Ｊ

ＭＴＲＣ※1で使用した燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出するまでの期間、燃料管

理室内の新燃料貯蔵ラックに貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管理を行う。 

新燃料要素は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出するまでの期間、燃料管理室内の新燃

料貯蔵ラックに貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管理を行う。 

 

 

３．核燃料物質の譲渡し 

使用済燃料及びＪＭＴＲＣで使用した燃料は、輸送容器に収納し、計画的に米国エ

ネルギー省に譲り渡す。 

新燃料要素については、国内の許可を有する事業者又はわが国と原子力の平和利

用に関する協力のための協定を締結している国に譲り渡す。 

使用済燃料及び新燃料要素の搬出及び輸送は、関係法令を遵守して実施してい

く。  

 

表８－１ 核燃料物質の貯蔵場所ごとの種類及び数量（令和 2年 12月時点） 

貯蔵場所 種類 数量 

カナルＮｏ．２ 使用済燃料 507体 

燃料管理室 
ＪＭＴＲＣで使用した燃料 

（使用済燃料） 
32体 

燃料管理室 新燃料要素 214体※2 

 

※1：ＪＭＴＲの運転に関する安全性を確保するため核的モックアップ実験等を行っ

た、出力 100Wのプール型臨界実験装置であり、廃止が完了している。廃止に伴

い、ＪＭＴＲＣで使用した燃料はＪＭＴＲ原子炉施設に引き渡している。 
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